
区域外流入は、土地が市街化区域に面しているからといって、全て可能とは限りません。 

既存の下水道施設の能力等（管きょの流下能力、施設の処理能力等）を総合的に判断するため、

確認していただく事項が多くあります。 

そのため、必ず下水道施設課で事前の確認、協議をお願いします。 

区域外流入許可申請までのフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             
※１ 区域外流入を希望する場合、開発許可及び建築確認申請には、区域外流入の許可取得が条件となる場合があります。 

※２ 確認は申請者に行っていただきます。詳しくは下水道施設課にご確認ください。 

※３ 自費で下水道本管を整備いただける場合や宅内に個人管理のポンプを設置する場合等、審査の上、区域外流入を可能とする場合があります。 

※４ 建築物の用途が自己の居住に要する１軒の専用住宅である場合、事前協議書の提出は原則不要です。詳しくは下水道施設課にご確認ください。 

※５ 別途、物件設置許可申請（取付管等、排水施設の設置）及び排水設備確認申請（宅内配管等、排水設備の設置）も必要となります。 

事前相談 開始 

NO YES 区域外流入制度の 
対象地域である 

公共下水道の整備がまだ行われて

いない地域の場合がありますので 

下水道施設課にご相談ください 

NO YES 土地利用について市の 
都市計画課及び建築指導課 

に相談した 
 

土地利用について開発許可申請、 

建築確認申請等が必要か市の都市

計画課等にご相談ください※１ 

NO YES 条例第４条第１号から 
第４号までの基準を全て 

満たしている※２ 

条例第４条第３号及び 
第４号の基準を満たしている 

原則、区域外流入はできません 

合併浄化槽による汚水の処理を  

ご検討ください 

NO YES 

区域外流入が可能となる場合があり

ます※３ 

下水道施設課にご確認ください 

事前協議書※４を提出し、 
基準等に適合している 

NO YES 

原則、区域外流入はできません 

合併浄化槽による汚水の処理を  

ご検討ください 

区域外流入許可申請を行ってくだ  

さい※５ 


